
第96号議案 

 

 

平成 26年度 豊後大野市一般会計補正予算（第6号） 

 

 

平成26年度 豊後大野市一般会計補正予算（第6号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,145,784千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ27,859,427千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 

平成２６年１１月２８日提出 

豊後大野市長  橋  本  祐  輔 
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1

第 １ 表　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額

12,563,723 

11,543,546 1,020,177 12,563,723 

計

地 方 交 付 税 11,543,546 1,020,177 

531,359 △12,055 519,304 

10 地 方 交 付 税

12 分担金及び負担金

負 担 金 455,386 △2,581 452,805 

分 担 金 75,973 △9,474 66,499 

2

1

3,225,096 46,526 3,271,622 

国 庫 補 助 金 1,270,423 △43,197 1,227,226 

国 庫 負 担 金 1,949,376 89,692 2,039,068 

3

14 国 庫 支 出 金

2

1

2,201,668 60,202 2,261,870 

委 託 金 5,297 31 5,328 

1,290,695 31,908 1,322,603 

県 負 担 金 808,777 27,868 836,645 

15 県 支 出 金

県 補 助 金2

1

委 託 金 102,196 426 102,622 3

12,705 391,499 

財 産 運 用 収 入 35,291 964 36,255 

財 産 売 払 収 入

378,794 

343,503 11,741 355,244 

294,334 △508 293,826 

16 財 産 収 入

2

2

1

18 繰 入 金

219,844 28,637 248,481 

基 金 繰 入 金 116,148 △508 115,640 

5

20 諸 収 入

3,492,900 △9,900 3,483,000 

雑 入 182,332 28,637 210,969 

1

21 市 債
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26,713,643 1,145,784 27,859,427 歳　　　入　　　合　　　計

市 債 3,492,900 △9,900 3,483,000 



歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 議 会 費 208,617 23 208,640 

1 議 会 費 208,617 23 208,640 

2 総 務 費 3,353,052 628,589 3,981,641 

1 総 務 管 理 費 2,847,573 628,803 3,476,376 

1,011 139,430 

2 徴 税 費 277,103 1,731 

選 挙 費 48,266 △3,468 

278,834 

3 戸籍住民基本台帳費 138,419 

44,798 

5 統 計 調 査 費 12,063 283 12,346 

4

6 監 査 委 員 費 29,628 229 29,857 

3 民 生 費 7,487,688 

1 社 会 福 祉 費 2,120,794 74,319 

老 人 福 祉 費 2,291,228 7,313 

144,906 7,632,594 

2,195,113 

2,298,541 

1,083,158 

3 児 童 福 祉 費 2,047,829 6,953 2,054,782 

2

4 生 活 保 護 費 1,026,837 56,321 

1 保 健 衛 生 費 1,878,071 

4 衛 生 費

2,313,007 16,441 2,329,448 

4,191,078 317,804 4,508,882 

301,363 

1 農 業 費

2,179,434 

2 清 掃 費

195,987 

2

4

6 農 林 水 産 業 費

林 業 費

10,756 

畜 産 業 費 77,693 1,391 

△6,072 1,823,570 

1,094,543 

1,817,498 

1,105,299 

79,084 

3 農 地 費 455,347 2,274 457,621 

△20,493 175,494 

7 商 工 費 539,349 18,723 558,072 

1 商 工 費 539,349 18,723 558,072 

8 土 木 費

3

1,771,332 24,293 1,795,625 

1 土 木 管 理 費 75,953 148 76,101 

2 道 路 橋 梁 費 1,209,719 14,589 1,224,308 

河 川 費 56,954 7,750 64,704 

4 都 市 計 画 費 20,166 81 20,247 

5 住 宅 費 408,540 1,725 410,265 

9 消 防 費 980,641 8,669 989,310 

1 消 防 費 980,641 8,669 989,310 

10 教 育 費 1,895,425 5,654 1,901,079 

1 教 育 総 務 費 251,539 877 252,416 

195,489 
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2 小 学 校 費 195,049 440 



6

中 学 校 費 165,787 215 

5 社 会 教 育 費

3

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額  計

幼 稚 園 費 118,471 119,645 1,174 

316,653 

11 災 害 復 旧 費

166,002 

4

460,292 

保 健 体 育 費 848,540 2,334 850,874 

316,039 614 

農林施設災害復旧費 336,355 3,000 

457,097 3,195 

339,355 

2 公共施設災害復旧費 120,742 195 120,937 

1
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歳　　　出　　　合　　　計 26,713,643 1,145,784 27,859,427 



　　第　２　表　　　債　務　負　担　行　為　補　正

（　追　加　） （単位：千円）

事　　　　　　項 期　　　間 限　　度　　額

小学校教師用教科書及び指導書
・ 準 拠 資 料 購 入 費

平 成 27 年 度 19,849

㈱ 大 分 県 畜 産 公 社 新 施 設
整 備 建 設 費 補 助 金

平 成 27 年 度 33,240

県 知 事 ・ 県 議 会 議 員 選 挙
ポ ス タ ー 掲 示 場 設 置 等 業 務

平 成 27 年 度 1,000

会議録検索システム等関連業務 平 成 27 年 度 4,290

環 境 衛 生 施 設 運 営 委 託 業 務 平 成 27 年 度 132,000

議 会 だ よ り 印 刷 委 託 業 務 平 成 27 年 度 3,300

市 報 印 刷 委 託 業 務 平 成 27 年 度 12,422

浄 化 槽 維 持 管 理 委 託 業 務 平 成 27 年 度 20,020

施 設 警 備 委 託 業 務 平 成 27 年 度 22,923

庁 舎 等 消 防 用 設 備
保 守 点 検 委 託 業 務

平 成 27 年 度 13,860

機 器 等 保 守 管 理 委 託 業 務 平 成 27 年 度 43,740
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自家用電気工作物保安管理業務 平 成 27 年 度 10,421

庁 舎 等 清 掃 委 託 業 務 平 成 27 年 度 18,492



( 変　更 ）

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

起債の
方　法

利率
償還の
方　法

新庁舎建設事業 28,500
証書
借入

5.0％以内 24,300
補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

県営大野川中流
地区経営体育成
基盤整備事業負
担金

13,300 7,600

(単位：千円)

起 債 の 目 的

補 正 前

         第　３　表       地　　方　　債　　補　　正
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補 正 後

限度額

　政府資金・地
方公共団体金融
機構資金につい
ては、その融資
条件により、銀
行その他の場合
には、その債権
者と協定するも
のによる。
　ただし、市財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮
し、又は繰上償
還もしくは低利
に借換えするこ
とができる。

（ただし、利率
見直し方式によ
り借入れる政府
資金、地方公共
団体金融機構資
金及び民間資金
について、利率
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）


